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関市学校給食センター調理配送等業務委託 事業者選定募集要領 
 

 

１  業務の目的  

関市学校給食センター調理配送等業務委託事業の実施に当たり、経験豊かな民間事業者の食品

衛生に関する知識やノウハウ、調理技術や経営感覚等を導入することで「安全・安心な学校給

食」を児童生徒に提供するとともに、効率的かつ安定的な事業の運営を図る。 

 

２ 一般事項   

（１）名      称  関市学校給食センター調理配送等業務委託事業者選定 

（２）選 定 方 式   公募型プロポーザル方式 

（３）主催者及び事務局  主催者：関市教育委員会 

事務局：関市学校給食センター    

住所：〒５０１－３８０２ 関市若草通１丁目１５番地 

電話：０５７５－２２－３５８８ FAX：０５７５－２３－７９０１ 

E-mail：kyushoku@city.seki.lg.jp 

（４）委 託 業 務 期 間   令和８年８月１日から令和１３年７月３１日まで（５年間） 

（５）施設及び事業概要  

①  施設名称  関市学校給食センター  

②  施設所在地  関市若草通１丁目１５番地 

③  敷地面積  ７,８８３.２１㎡ 

④  施設構造  鉄骨造一部２階建  

⑤  施設のべ床面積 ３,０４０.８２㎡ （１階２,６９０.９９㎡ ２階３４９.８３㎡） 

⑥  建築年月日  令和２年３月 

⑦  運用方式  ドライ方式キッチン 

⑧  調理食数  約６,８００食／日 

⑨  配食対象校  R8：２５校 R9～R13：２４校 仕様書別表１ 

⑩  調理日数 R8：１３０日程度  R9～R12：各２００日程度  R13：７０日程度 

⑪  調理食内容  主食、副食３品以内（イベント給食等により変更の可能性あり）  

⑫  食器の種類  ＰＥＮ樹脂食器（皿１、椀２）  

⑬  箸とスプーン  スプーンのみ給食センター管理  

⑭  配送用コンテナ 食器食缶コンテナ  ６４台予定  

⑮  運搬車両 ３t以下車ロングキャブ（アルミ板型パワーゲート付）９台 

⑯  対応食調理 アレルギー対応食（除去食）の実施 

鶏卵（１１校２９食）、乳・乳製品（７校１６食）を実施中 

※全校で最大１００食程度を予定 

⑰  その他 食育の推進に協力しその活動に参加すること  

アレルギー食への理解､イベント参加、災害時の支援 

（６）業務内容の概要 

学校給食センターにおいて食材を調理し、市内小中学校に配送すること。 

詳細は仕様書のとおりである。なお、本要領と併せて公開する仕様書、添付資料、様式など

の資料を一体として、「募集要領等」と称することとする。 
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３  プロポーザル実施スケジュール（予定）         

事         項 日      程 

①  告示日 令和７年１０月２０日(月) 

②  募集要領等に関する質問受付期間 令和７年１０月２９日(水)から 

令和７年１１月 ４日(火)まで 

③  募集要領等に関する質問に対する回答 令和７年１１月１１日(火)  

④  施設見学会参加申込書提出期限 令和７年１０月２８日(火) 

⑤  施設見学会   令和７年１０月３１日(金）  

⑥  参加表明書提出期限 令和７年１１月１８日(火) 

⑦  参加資格確認通知書交付 令和７年１１月２８日(金) 

⑧  提案書等の提出期間 令和７年１２月１１日(木)から 

令和７年１２月１６日(火)まで 

⑨  審査（プレゼンテーション）実施日 

優先交渉事業者の選定 

令和７年１２月下旬から 

令和８年 １月上旬の間 

⑩  審査結果（優先交渉権決定）通知 令和８年 １月下旬 

⑪  委託契約の締結 令和８年 ２月上旬 

⑫  受託開始準備 契約締結後から 

令和８年 ７月３１日(金)まで 

⑬  業務委託開始 令和８年 ８月 １日(土) 

※ 窓口応対時間は、上記期間のうち閉庁日を除く日の午前９時から午後５時まで。  

※ 本市の都合により変更する場合がある。 

 

４ 参加資格 

  プロポーザル参加者は、以下の要件を満たす者とする。 

（１）関市入札参加資格者名簿に登録されていること。 

（２）これまで、小学校又は中学校を対象とした学校給食センター等の大量調理施設で、給食を

提供する調理業務契約を複数年締結（履行中のものを含む。）している。  

（３）岐阜県内もしくは、本市から自家用車で１時間圏内に本社、支社、営業所又は事業所のい

ずれかを有している。 

（４）学校給食の衛生管理について、十分な能力を有している。 

（５）学校給食に深い理解を有し、学校給食法（昭和29年法律第160号）第２条に規定する、学

校給食の目標達成に協力的であり、また、対応食（アレルギー対応食等）の提供について

理解している。 

（６）調理配送等業務従事者に対し、食品の安全衛生管理に関する教育が徹底されていること。 

（７）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当する者でないこと。 

（８）会社更生法（平成14年法律第154号) 又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき更

生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがなされていない者であること。 

（９）契約日に、関市から入札参加資格停止を受けている期間中でないこと。 

（10）契約日に、関市暴力団排除条例に基づき市が行う契約の資格停止処分を受けていない者で

あること。 

（11）令和５年４月１日以降に、食品衛生法（昭和22年法律第233号）に基づく営業禁止、営業

停止処分等を受けている場合は業務実績に関する報告書に記載すること。 

（12）国税及び地方税を滞納していないこと。 
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５ 質疑等 

  本募集要領等の内容に関する質問は次のとおり受付け、口頭による質問は一切受付けない。 

質問に対する回答は、質問の有無に関わらず、プロポーザル参加表明書の提出のあった事業者

すべてに電子メールにより回答する。 

（１）質問書（様式第１６号）により電子メール又は質問用フォームにより提出する。 

・メールアドレス：kyushoku@city.seki.lg.jp 

「電子メールの件名」は「質問書（関市学校給食センター調理等業務委託）」とする。 

・質問用フォーム：https://logoform.jp/form/ZmuY/1225813  

（２）提出期間  令和７年１０月２９日(水)から１１月４日(火)まで 

（３）回答日    令和７年１１月１１日(火)  

 

 

６ 施設見学会        

 （１）日時 令和７年１０月３１日(金) 午前９時～午前１０時 受付開始：午前８時４５分 

（２）申込方法 電子メール又は見学会申込用フォームにて申し込むこと。 

・メールアドレス：kyushoku@city.seki.lg.jp 

「電子メールの件名」は「施設見学申込（関市学校給食センター調理等業務委託）」

とし、 本文中に「社名、所属、参加者の職・氏名、参加人数及び連絡先（電話番号、

メールアドレス）」を記載すること。 

・施設見学会申込用フォーム：https://logoform.jp/form/ZmuY/1226687 

 

（３）申込期限 令和７年１０月２８日(火)   

（４）留意事項    

   ア 参加人数：１事業者につき３名まで 

  イ 参加要件：直近１か月以内に検便検査を行った者 

   ウ 持ち物 ：清潔な白衣（上下）、帽子、マスク、調理用靴２足（下処理用、調理用）、

検便検査結果の写し 

   エ 「募集要領等」は各自で用意すること。 

オ 施設見学会では、設備、機器等には触れないこと。また、設備、機器等の説明、質問の

受付は行わない。質問がある場合は質問書を提出すること。 

 

７ プロポーザル参加表明 

（１）提出書類  各１部提出のこと。 

ア 参加表明書（様式第１号） 

イ 会社概要書（様式第２号）   

ウ 業務実績に関する報告書（様式第５－１号～様式第５－４号） 

（２）提出期限    令和７年１１月１８日(火)  

（３）提出先      関市若草通１丁目１５番地  関市学校給食センター 

（４）提出方法    持参又は郵送 

※ 持参する場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に該当する休日を除き、各日午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は書留郵便 

にて期限までに到着するように発送すること。 

（５）提出期限までに書類の提出がない者又は参加資格要件に該当しないと認められた者は、本

mailto:kyushoku@city.seki.lg.jp
https://logoform.jp/form/ZmuY/1225813
mailto:kyushoku@city.seki.lg.jp
https://logoform.jp/form/ZmuY/1226687
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プロポーザルに参加することができない。 

 

８  参加資格審査 

提出書類の内容を精査し、参加資格の有無を「公募型プロポーザル方式参加資格確認通知書 

（様式第１７号）」により、令和７年１１月２８日(金)頃に通知する。 

  

９ 提出書類 

  参加事業者は、次により提出する。ただし、提案書等は、一応募事業者に付き１案とし、２

案以上の提出は認めない。参加表明時に提出済み書類に関しても、写しを部数分提出する。 

（１）提出期間 令和７年１２月１１日(木)から令和７年１２月１６日(火)まで 

（２）提出書類 提案書等各様式（様式第１号～様式第１４号）及び添付書類 

正本１部、副本を１０部（正本１部以外は写し可） 

（３）提出先  関市若草通１丁目１５番地  関市学校給食センター 

（４）提出方法 提出先へ直接持参するものとし、それ以外による提出は認めない。 

ア 提案書等の規格は、Ａ４判・縦型・横書きで作成するものとし、ページを付して、各

様式のほか、添付書類も含め、Ａ４判フラットファイルに綴じて提出する。 

なお、フラットファイルの表示及び背表紙に応募事業者の社名を表記する。 

イ 会社概要については、会社の沿革、組織、経営状況及び直近１期分の財務諸表（損益

計算書及び貸借対照表の写し）を提出する。 

ただし、会社の沿革及び組織については、ＰＲ用パンフレットでも可とする。 

ウ 見積書 

（ア）見積額は年ごとに記載する。 

（イ）見積書に押印する印鑑は、社印及び代表者印とする。 

（ウ）見積書に記載する委託料の金額には、消費税及び地方消費税を含めずに記載する。 

（エ）見積額（消費税及び地方消費税を含めた額）が、市が定める「委託料上限額」を超

える場合又は異常に小額であるなど、本委託事業の適正な履行に支障があると判断

したときは失格とする場合がある。 

 

（５）提出書類一覧 

番号 書類名 様式番号 要提出 

  １ 参加表明書 様式第１号   ○ 

  ２ 会社概要書 様式第２号   ○ 

  ３ 企業理念に関する提案書 様式第３号   ○ 

  ４ 経営状況に関する報告書 様式第４号   ○ 

  ５ 業務実績に関する報告書 様式第５－１号   ○ 

様式第５－２号   ○ 

様式第５－３号   ○ 

様式第５－４号   ○ 

  ６ 危機管理体制に関する提案書 様式第６号   ○ 

 ７ 食物アレルギー対応に関する提案書 様式第７号   ○ 

  ８ 提案内容の的確性に関する提案書 様式第８号   ○ 
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  ９ 給食調理・配送人員体制に関する提案書 様式第９号   ○ 

１０ 衛生管理体制に関する提案書 様式第１０号   ○ 

１１ 職員研修、移行準備等に関する提案書 様式第１１号   ○ 

１２ 食育の推進、学校との交流計画に関する提案書 様式第１２号   ○ 

１３ 受託コスト削減に対する取り組みに関する提案書 様式第１３号   ○ 

１４ 

 

見積書、人件費の内訳 様式第１４－１号   ○ 

様式第１４－２号   ○ 

１５ 納税証明書（直近の国税及び地方税 本社分のみ）    ○ 

（６）その他 

   ア 事業者から実施要領に基づいて提出される書類は、提出期間に限り補正することができ

る。提出期間終了後は変更ができないものとし、また、その理由の如何に関わらず、提

案書の返却はしない。 

イ 市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求め、また記載内容に関する聞き取り調査

を行うことができる。 

 

10 審査（プレゼンテーション） 

プロポーザルに係る審査は「関市学校給食センター調理配送等業務委託事業者選定委員会」が

行う。なお、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査は下記のとおり行う。 

（１）実施日   令和７年１２月下旬から令和８年１月上旬（予定） 

（２）会場    関市役所    ※参加資格確認通知書交付時に通知 

（３）内容    提案書類にもとづく説明及び審査員による質疑 

（４）プレゼンテーション 

１提案者につき３０分（説明２０分 質疑１０分以内を予定） 

 ※ 順番は参加表明書提出順とする。  

（５）出席者 説明者は、実際に担当する予定者の中から３名以内とする。  

※ 他の提案者のプレゼンテーションは傍聴できない。 

（６）審査内容 

ア 書類審査及びプレゼンテーションの内容を点数化し、提案者の順位を決定する。 

イ 点数化は、審査基準により各委員の点数の合計とする。 

ウ 提案者の採点が同点の場合は出席委員の多数決で決し、同数のときは委員長が決定する。 

（７）その他 

ア 使用できる機器その他詳細については「公募型プロポーザル方式参加資格確認通知書」

交付時に別途通知する。 

イ プレゼンテーション及びヒアリングは、提出書類をもとに行う。 

ウ プレゼンテーション及びヒアリングは、非公開とする。 

エ 応募事業者が１事業者でも審査を行う。 
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11 審査基準 

審査基準は次のとおり、評価別に項目をＡからＥの５段階で評価する。 

  評価項目 評価の観点 備 考 
１ 企業理念 ・学校給食に対する基本的な考え方 

・学校給食の意義や特色に対する理解度 
・学校給食調理業務等に取り組む意欲 

様式第３号の審査 
 
     １０点 

２ 経営状況 ・経営母体の財務の健全性 
（自己資本比率、流動比率等） 

様式第４号の審査 
     １０点 

３ 業務実績 ・学校給食調理業務等受託実績及び受託体制（学
校給食センター） 
・大量調理施設における複数年の実績 

様式第５号の審査 
     
    １０点 

４ 危機管理体制 
 
 

・調理及び配送時の事故、異物混入、食中毒等発生
時の対処体制と防止策 
・災害時の委託事業者としての役割と実績、自治体
との連携と人員体制 
・業務従事者の健康管理体制 

様式第６号の審査 
 

１０点 

５ 食物アレル
ギー対応 

・食物アレルギー対応責任者の実務経験年数・資格 
・食物アレルギーにおいて考えられる主なリスクと
その対策 

様式第７号の審査 
 
     １０点 

６ 提案内容の 
的確性 

・学校給食の専門性、サービス水準、安定的な提
供に関する実施方針 
・業務従事者の配置計画 

様式第８号の審査 
 
     １０点 

７ 給食調理・ 
配送人員体制 

・継続雇用及び地元採用計画 
・配置者の資格 
・業務従事者の休暇等における代替員の確保及び
欠員補充の体制 

様式第９号の審査 
 
     １０点 

８ 衛生管理体制 ・事業者としての衛生管理対策の考え方 
・報告・連絡、責任体制 

様式第１０号の審査 
１０点 

９ 職員研修・ 
移行準備等 

 

・受託から給食開始までの職員研修計画 
・業務従事者に対する指導及び技術向上等に関する
研修計画 
・職員研修体制（調理期間、学校の長期休業期間） 

様式第１１号の審査 
 
       １０点 

10 食育の推進・
学校との交流 

・食育の推進、関連活動 
・学校等との交流企画 

様式第１２号の審査 
   １０点 

11受託コスト削
減 

 

・受託コスト削減に対する取り組みに関する提案 
 

様式第１３号の審査 
     １０点 

12 見積価格 
 

（全事業者の提案見積金額のうちの最低見積金額 
／ 当該事業者の見積金額）×配点 

小数点以下切捨て 

様式第１４号の審査 
     １０点 

合  計     １２０点 

評価  

Ａ 優れている １０ Ｄ やや劣っている   ４ 

Ｂ やや優れている   ８ Ｅ 説明が必要   ２ 

Ｃ 一般的   ６ 
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12 失格要件 

次の各号のいずれかに該当した場合は、失格となる場合がある。 

（１）参加資格要件を満たさない場合 

（２）提案書類の提案方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

（３）本要領で規定する提案書類の作成様式及び記載上の留意事項として示された条件に適合し

ない場合 

（４）提出書類に虚偽の内容を記載した場合 

（５）プレゼンテーションに出席しなかった場合（指定時間に遅れた場合を含む。） 

（６）審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

（７）前各号に揚げるもののほか本要領に違反すると認められる場合 

 

13  結果の公表 

（１）市長は、審査委員会の報告に基づき、優先交渉事業者の決定をする。 

（２）結果は、提案者全員に対し、令和８年１月下旬（予定）に「公募型プロポーザル方式結果

通知書（様式第１７号）」にて通知する。 

（３）審査結果等に対し、提案者の異議申立ては一切認めない。 

 

14  優先交渉事業者との契約 

（１）市は、選定委員会の選定結果を踏まえて、優先交渉事業者とされた者と契約締結の交渉を

行い、契約を締結する。 

（２）契約時までに何らかの理由で契約が出来なくなった場合には、次の順位の事業者を優先交

渉事業者とする。 

（３）審査の結果、適切な候補事業者がいないときは、「適切な候補者事業者なし」として再募

集を行う場合がある。 

 

15 委託料の見積について 

（１） 本委託業務に係る契約金額の上限額は、次の表のとおりとし、上限額には消費税及び地

方消費税を含む。 

（２） 見積書（様式第１４－１号）に記入する見積額は、消費税及び地方消費税を含まない額

とする。ただし、見積額に消費税及び地方消費税を加えた額が上限額を超えないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見積書の提出と同時に、正規職員の給料月額と、非正規職員の時給額等を明記した様式第 

１４－２号を提出すること。 

 

 

 

委 託 期 間 上 限 額（税込） 

令和８年度 １４２,３９５,０００円 

令和９年度  ２２３,０９１,０００円 

令和１０年度 ２２９,３７２,０００円 

令和１１年度 ２３５,６８６,０００円 

令和１２年度 ２４１,８３５,０００円 

令和１３年度 ８２,６２１,０００円 

        計 １,１５５,０００,０００円 



8 

 

（３）年度ごとの調理機器等の賃借料は次の表のとおりとし、年度ごとにそれぞれ事業者が市に

対して支払う義務を負うものとする。 

委 託 期 間 賃 借 料（税込） 

令和８年度 １０,８０４,０００円 

令和９年度  １６,２０６,０００円 

令和１０年度 １６,２０６,０００円 

令和１１年度 １６,２０６,０００円 

令和１２年度 １６,２０６,０００円 

令和１３年度 ５,４０２,０００円 

        計 ８１，０３０，０００円 

 

16 提案書等に関する条件 

（１）遵守法令等 

ア 学校給食法、食品衛生法、労働基準法等の労働関係法令、その他の関連法規等 

イ 学校給食衛生管理基準（文部科学省）、大量調理施設衛生管理マニュアル(厚生労働省)

  その他の関連要綱等 

（２）履行の確認及び委託料の支払い 

   ア 委託料は、令和８年８月分を初回として月ごとに支払う。 

   イ 受託事業者は、調理配送等業務委託完了報告書を提出し、市による業務履行確認を経た

上で当該月分の委託料を市に請求することができる。 

   ウ 市は、所定の当該支払請求書を受理した日から起算して３０日以内に委託料を支払う。 

（３）責任分担 

    市と事業者との責任分担は次のとおりとする。 

種  類 内       容 
負担者 

 市 事業者 

事業の中止・延期 市の指示によるもの  ○  

事業者の事業放棄、破綻    ○ 

不可抗力による中止等 大規模な災害や暴動等による中止  ○   

許認可等 事業実施に必要な認可取得等の遅延等   ○ 

計画変更 事業内容の変更   ○ 

運営費変動 計画変更以外の要因による運営費の増大   ○ 

第三者賠償 第三者に損害を与えた場合   ○ 

調理事故・異物混入 事業者の責に帰すべき事由による場合   ○ 

上記以外  ○  

施設・設備等の補修 事業者の責に帰すべき事由による場合    ○ 

上記以外  ○  

事業の実施水準 仕様書に定める水準に不適合である場合    ○ 

 

17 その他 

（１）手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。 

（２）提案書類の作成のために本市が配布した資料は、本市の了解なく公表、使用することは

 できない。 
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（３）参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、「参加表明取消届」（様式第１５号）を

提出すること。 

（４）参加表明書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する手続き

の参加資格を失うものとする。 

（５）各種書類の提出後は、提出書類に記載された内容について、本市の同意なく変更するこ

とは認めないものとする。 

（６）提出書類は、返却しないものとする。 

（７）提出書類は、本プロポーザルの目的以外に使用しないが、必要な範囲において複製する

場合がある。 

（８）提出書類は、関市公文書公開条例（平成９年関市条例第４４号）に基づく公開請求によ

り、公開する場合がある。 

（９）提出書類に記載された個人情報は、本業務委託の事業者の選定のみに使用し、その他の

目的には一切使用しない。 

（10）参加に関して必要な費用は、全て参加者の負担とすること。 

 


